
 

議案第 12 号 

 

   平成 27 年度伊賀市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成 27 年度伊賀市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給 水 戸 数                 ３７，０００戸 

 （２）年間総給水量        １４，３８１，０００立方メートル 

 （３）１日平均給水量            ３９，２９１立方メートル 

 （４）主な建設改良事業  原水及び浄水施設事業   ８，０００千円 

              給水区域内配水施設事業 １２４，０００千円 

              水 道 拡 張 事 業 １，０１７，１７３千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収   入 

第１款 水道事業収益             ３，３０６，６０３千円 

  第１項 営業収益              ２，５５４，６７０千円 

  第２項 営業外収益               ７５１，９３３千円 

支   出 

第１款 水道事業費用             ３，２５０，１５４千円 

  第１項 営業費用              ２，７５５，１５１千円 

  第２項 営業外費用               ４７９，９０３千円 

  第３項 特別損失                  ５，１００千円 

第４項 予 備 費                １０，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１，２８３，３３６千円は、過年度分損益

勘定留保資金等で補てんするものとする。） 



 

収   入 

第１款 資本的収入              １，２３９，１９９千円 

  第１項 負 担 金             １２０，１３２千円 

  第２項 企 業 債             ３１８，０００千円 

  第３項 出 資 金             ３０１，８００千円 

  第４項 他会計繰入金             １９３，９８２千円 

  第５項 国 庫 補 助 金             ３０５，１８５千円 

  第６項 固定資産売却代金                １００千円 

支   出 

第１款 資本的支出              ２，５２２，５３５千円 

  第１項 建設改良費             １，１９７，６０９千円 

  第２項 企業債償還金            １，２３５，４４８千円 

  第３項 ダム負担金                ８９，４７８千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

水道広域化促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

318,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

５．０％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる政

府資金等につ

いて、利率の見

直しを行った

後においては、

当該見直し後

の利率） 

政府資金及び特定資金に

ついては、その融通条件

により、銀行その他の場

合には、債権者との協定

によるものとする。ただ

し、企業財政の都合によ

り据置期間及び償還期限

を短縮し、若しくは繰上

償還又は低利に借換えす

ることができる。 

計 318,000    

 



 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費                ３２６，８２０千円 

 （他会計からの補助金） 

第８条 退職給付費の財源に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は、２２，７６９千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、２５，０００千円と定める。 

 

平成 27 年３月３日提出 

 

 

伊賀市長 岡 本  栄  


